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給
与
支
払
報
告
書
の
作
成
・
提
出

　
給
与
の
支
払
い
を
行
う
法
人
ま

た
は
個
人
は
、
令
和
元
年（
平
成
31

年
）
中
に
従
業
員（
ア
ル
バ
イ
ト
・

パ
ー
ト
を
含
む
）
に
支
払
っ
た
給

料
・
賃
金
・
賞
与
な
ど
を
基
に
、給
与

支
払
報
告
書
を
作
成
し
、提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

期
限
内
に
提
出
が
な
い
と
、
市

民
税
・
県
民
税
の
課
税
を
年
度
当

初
で
行
え
ず
、
従
業
員
が
１
回
当

た
り
に
支
払
う
納
付
金
額
が
増
え

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
早
期
提

出
に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
提
出
の
際
に
は
、
社
会
保

障
・
税
番
号
制
度
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
）
の
施
行
に
よ
り
、
法
人
番
号

と
従
業
員
の
個
人
番
号
の
記
載
が

必
要
で
す
。
す
べ
て
の
項
目
を
正

し
く
記
入
す
る
よ
う
、
注
意
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
提
出
期
限

　
令
和
2
年
1
月
31
日


■
提
出
先

　
令
和
2
年
１
月
１
日
現
在
に
お

け
る
従
業
員
の
住
所
地
の
市
町
村

※
郵
送
の
場
合
は
、
郵
送
す
る
市

町
村
の
担
当
部
署
を
確
認
し
、

提
出
期
限
ま
で
到
着
す
る
よ
う

に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

eエ

ル

タ

ッ

ク

ス

L
T
A
X
に
よ
る
提
出
の
推
奨

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

た
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム

（
e
L
T
A
X
）
に
は
、
申
告
書
の

入
力
・
計
算
誤
り
を
防
ぐ
チ
ェ
ッ

ク
機
能
や
、
1
度
で
複
数
の
地
方

公
共
団
体
に
提
出
で
き
る
機
能
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
個
人
事
業
主
や
代
理

人
が
提
出
す
る
際
に
必
要
な
、
本

人
確
認
書
類
が
不
要
で
す
。
ぜ
ひ

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
、
地
方
税
ポ
ー
タ
ル

シ
ス
テ
ム
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（h
ttp

s
:/

/
w

w
w

.e
lta

x
.lta

.g
o
.

jp
/

）
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

市
県
民
税
課
税
通
知
書
の
送
付

■
特
別
徴
収
（
月
々
の
給
与
か
ら

　
天
引
き
）

　
令
和
2
年
５
月
15
日
に
事
業
所

へ
発
送
す
る
予
定
で
す
。

■
普
通
徴
収
（
直
接
個
人
で
納
付
）

　
令
和
2
年
６
月
15
日
に
本
人
に

発
送
す
る
予
定
で
す
。

 

税
務
課
市
民
税
担
当　



2
1
4
8

給
与
支
払
報
告
書
の
作
成
は
、早
め
の
準
備
を
お
願
い
し
ま
す

令和元年分事業所向け年末調整説明会

日時　11月14日　古川地域：10時～

12時、古川地域以外：14時～16時

場所　大崎市民会館大ホール

 古川税務署法人課税第一部門

　 22-2654

令和元年分青色申告決算説明会および
消費税軽減税率制度説明会

■営業・不動産所得

日時　12月5日　古川地域以外：10時～

11時30分、古川地域：13時30分～15時

場所　大崎合同庁舎 1階大会議室

■農業所得

日時　12月6日　古川地域以外：10時～

11時30分、古川地域：13時30分～15時

場所　大崎合同庁舎 1階大会議室

 古川税務署個人課税第一部門 

　 22-1713

 

人
財
育
成
課
人
事
担
当　



5
0
2
7

市
職
員
を
募
集
し
ま
す

　
令
和
2
年
4
月
1
日
採
用
の
大

崎
市
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

　

一
次
試
験
日
は
、
12
月
1
日


で
す
。

試
験
区
分
・
職
種
・
採
用
人
員

■
上
級
試
験
（
大
学
卒
程
度
）

　

保
健
師　

若
干
名

■
中
級
試
験
（
短
大
卒
程
度
）

　
歯
科
衛
生
士　

若
干
名

■
社
会
人
試
験
（
高
校
卒
程
度
）

　
建
築　

若
干
名

　
行
政
（
障
が
い
者
）　

若
干
名

申
込
方
法
な
ど

■
受
験
申
込
書
の
請
求
先

　

受
験
申
込
書
は
、
人
財
育
成
課

ま
た
は
各
総
合
支
所
地
域
振
興
課

で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

郵
送
で
請
求
す
る
場
合
は
、

1
4
0
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
返

信
用
封
筒
（
角
型
二
号
）
に
郵
便
番

号
・
住
所
・
氏
名
を
記
入
し
同
封
し

て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
方
法

　

受
験
申
込
書
（
写
真
貼
付
）
と
受

験
票
（
63
円
切
手
貼
付
）
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
持
参
ま
た
は
簡
易

書
留
郵
便
な
ど
の
確
実
な
方
法
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
送
付
先

　

〒
9
8
9
─
6
1
8
8

　

大
崎
市
古
川
七
日
町
1
─
1

　

人
財
育
成
課
人
事
担
当

■
受
付
期
間
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日

除
く
）

　

11
月
19
日

17
時
15
分
ま
で

（
必
着
）

※
当
日
消
印
有
効
で
は
な
い
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
大
崎
市
民
憲
章
は
、
平
成
18
年

11
月
３
日
に
制
定
さ
れ
た
、大
崎
市

に
住
む
す
べ
て
の
市
民
の
基
本
的

な
規
範
、指
針
と
な
る
宣
言
で
す
。

　

市
民
憲
章
は
、
前
文
と
本
文
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
11
月
は
、
市

民
憲
章
の
制
定
月
に
当
た
り
、
あ

ら
た
め
て
本
文
に
込
め
ら
れ
て
い

る
思
い
を
紹
介
し
ま
す
。

市
民
憲
章
の
配
布

　
事
業
所
な
ど
に
市
民
憲
章
の
掲

示
を
希
望
す
る
人
に
、
市
民
憲
章

を
印
刷
し
た
物
（
Ａ
２
サ
イ
ズ
、

４
２
０
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
×
５
９
４

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
を
配
布
し
て
い

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
ま
ち
づ
く
り
推
進

課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
地
域
自
治
・
N
P
O
担
当　



5
0
6
9

市
民
憲
章
に
込
め
た
思
い
を
紹
介
し
ま
す

恵まれた自然、豊かな文化、先人の築いてきた歴史と伝統への敬意

と賞賛をうたい、市の風景が浮かぶように表現されています。

市民が市に生きる誇りや喜びを感じ、市民としての責任を持ち、個

人の尊重、互助精神、住民協働、安全・安心で快適な暮らし、人材育成

や産業振興を希求し、歴史や文化に磨きをかけ、次代を担う子ども

たちが誇れる市を創造していくという思いが込められています。

前
文

本
文

大崎市民憲章の構成

■社会人試験（高校卒程度）の受験資格

職種 受験資格

建
築

昭和54年4月2日以降に生まれた人で、一級建

築士もしくは二級建築士の資格を有し、その実

務経験が通算して3年以上ある人

行
政（
障
が
い
者
）

次のすべてを満たす人

昭和59年4月2日から平成10年4月1日まで

に生まれた人で、身体障害者手帳・療育手帳・精

神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受

けている人、または知的障害者更生相談所・児

童相談所・精神保健福祉センター・障害者職業

センター・精神保健指定医のいずれかから知的

障がい者であると判定されている人

※受験申し込み時点で、手帳の有効期限が切れて

いたり、交付申請中の場合は受験できません。

活字印刷による出題に対応できる人

■上級試験（大学卒程度）の受験資格

職種 受験資格

保
健
師

次のすべてを満たす人

昭和54年4月2日から平成10年4月1日まで

に生まれた人、もしくは平成10年4月2日以降

に生まれた人で、学校教育法による大学（短期

大学を除く）を卒業した人、または令和2年3月

までに卒業する見込みの人

保健師の資格を有する人、または令和2年3

月末までに資格を取得する見込みがある人

■中級試験（短大卒程度）の受験資格

職種 受験資格

歯
科
衛
生
士

昭和54年4月2日から平成11年4月1日までに

生まれた人で、歯科衛生士免許を有する人、ま

たは令和2年3月末までに免許を取得する見込

みがある人

　

令
和
2
年
４
月
に
進
学
・
進
級

す
る
人
で
、
大
崎
市
奨
学
資
金
の

貸
与
（
無
利
子
）
を
希
望
す
る
予
約

奨
学
生
を
募
集
し
ま
す
。

　

申
請
書
な
ど
は
、
学
校
教
育
課

お
よ
び
教
育
委
員
会
古
川
支
局
・

各
支
所
、
市
内
の
中
学
校
、
大
崎
管

内
14
高
等
学
校
で
配
布
し
ま
す
。

※
高
校
在
学
中
に
貸
与
を
受
け
て

　

い
た
人
が
、
大
学
や
専
門
学
校

　

へ
進
学
し
、
引
き
続
き
貸
与
を

　

希
望
す
る
場
合
は
、
期
間
内
に

　

再
度
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
間
　

　
11
月
1
日

～
12
月
13
日


■
募
集
人
員

高
校
生
　
10
人
程
度

大
学
生
・
短
期
大
学
生
・
専
門
学
校

生
な
ど
　
20
人
程
度

■
対
象

　
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人


保
護
者
が
市
内
に
居
住
す
る
人


経
済
的
理
由
で
修
学
困
難
な
人


第
１
学
年
か
ら
応
募
時
点
ま
で

の
５
段
階
評
定
の
平
均
値
が

３
・
０
以
上
の
人
（
平
均
値
が

３
・
０
未
満
の
場
合
は
、
学
校
長

の
所
見
が
必
要
）  

学
校
教
育
課
学
校
総
務
担
当　



5
0
3
3

令
和
2
年
度
か
ら
の
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す


2
人
の
連
帯
保
証
人
が
い
る
人

■
貸
与
月
額

高
校
生

　
１
万
5
０
０
０
円

大
学
生
・
短
期
大
学
生
・
専
門
学
校

生
な
ど

　
３
万
円

■
貸
与
期
間
・
方
法

　
正
規
の
修
学
年
限
が
満
了
す
る

月
ま
で
、
年
２
回
、
奨
学
生
名
義
の

口
座
に
振
り
込
み

■
償
還
方
法

　
卒
業
し
た
翌
年
か
ら
７
年
以
内

に
年
賦
、
半
年
賦
、
月
賦
の
い
ず
れ

か
の
方
法
で
全
額
償
還

■
奨
学
生
の
採
用
決
定

　
審
査
・
選
考
の
上
、
内
定
者
を
決

定
し
、
令
和
2
年
2
月
頃
に
全
応

募
者
へ
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

大崎市奨学資金貸与事業への

寄付を受け付けています

　経済的理由で修学困難な学生に

奨学資金を貸与するため、皆さんか

らの寄付を募集しています。

　寄付は、2,000円以上の場合に税

制上の優遇措置（所得税や住民税

などの控除）を受けることができま

す。詳しくはお問い合わせください。

 


